






















































































































































































































































E 旅行業者以外の者とタイアップして企画旅行を実施する
場合の取扱い

(1)オーガナイザーが旅行計画の立案に参画して、旅行業者が企画する場合(例)

000工業団地視察ツアー

-旅行代金ムムム円

・「ガイドラインjの記載モテ事ルに従って必要事項を記載

視察のお間合わせ

視察企画 :00市商工会議所

住所・電話番号

お間合わせ・お申込み

旅行企画・実施

国土交通大臣登録旅行業第00号

000観光株式会社
住所・電話番号

(社)日本旅行業協会正会員

(注①)旅行全体について、企画者である旅行会社が責任を負います。

(注②)間合わせ・申込先及び旅行代金の支払先は、旅行会社とします。

(注③)オーガナイザーは、旧法下における「主催」及び「企画」、「旅行企画」の用語

を使用しないこと。

(2)イベントと旅行を組み合わせて企画する場合(例)

[例 1]企画者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う方法

米国語学研修ツアー

研修と旅行合計でお一人様50万円

研修(プログラム、場所、……等)

旅行 (iガイドライン」の記載モデルに従って必要事項を記載)

語学研修のお間合わせ

研修企画 :000英語専門学校

住所・電話番号

お間合わせ・お申込み

旅行企画・実施

国土交通大臣登録旅行業第00号

000観光株式会社
住所・電話番号

(社)日本旅行業協会正会員

(注①)この例は、イベント及び旅行の全体について、企画者である旅行会社が責任を負います。

。。
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E受注型企画旅行の取引条件説明

面の作成基準



E 受注型企画旅行の取引条件説明書面の作成基準

1 基本的な考え方

平成8年の旅行業約款改正に伴い手配旅行契約約款に「企画手配旅行Jが導入され、

「包括料金特約付企画手配旅行」と「包括特約以外(内訳明示型)の企画手配旅行jに二

分されました。このたびの旅行業法改正(平成17年4月1日施行)において、上記の「包

括料金特約付企画手配旅行」が新たな「受注型企画旅行」に移行されました。

「受注型企画旅行Jは、法第2条第1項の規定の趣旨から、旅行者からの依頼により旅行

の目的地及び日程、運送又は宿泊サービスの内容並びに支払対価に関する旅行計画を作成

するとともに、自己の計算にもとづいて運送又は宿泊サービス等の提供業者と契約を結ぶ

旅行と定義づけることができます。

2 受注型企画旅行の広告から契約成立までの書面交付の流れ

(1 )受注型企画旅行の広告

企画旅行の広告の定義づけは、法第12条の 7において、旅行者の募集のための広告と

規定しています。この規定は、従来の主催旅行の広告と同じく不特定多数の旅行者を募

集する募集型企画旅行の広告の規定を定めています。ところで、受注型企画旅行の広告

については、法第12条の 8 (誇大広告の禁止)に基づいて、規則第30条において、誇大

広告をしてはならない事項として、「旅行業者等の取り扱うことのできる業務の範囲及

び資力又は信用に関する事項Jと定められています。このことから、第 2種旅行業者が

海外の企画旅行について、第3種旅行業者が国内・海外の企画旅行について、企画旅行

の募集広告と誤認させるような広告を行うことはできません。企画旅行の募集広告と誤

認されるような広告とは、旅行代金、出発日又は旅行日程のいずれか一つ以上を記載し

て旅行契約の締結の申込みを誘引する広告をいいます。 (P153通達 4 (2)⑥) 

受注型企画旅行については具体的な旅行内容を示しての広告ができないことから、広

告する場合は、例えば、旅行会社の得意とする取扱分野、手配地域などを示すなどして、

企画旅行についての興味を引き起こさせ、企画依頼を誘引する広告に限られることにな

ります。
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受注型企画旅行の広告作成例

「海外職場旅行」承ります

4泊5日まで非課税の枠を利用して今年は、海外職場旅行へ行きませんか。

ハワイ・オーストラリア地域への海外職場旅行なら、ぜひ当社にお任せください。

お客様のご希望・ご予算に応じて日程をお作りします。

お問い合わせは、 TEL:0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 

担当00まで

旅行企画・実施 東京都知事登録旅行業第3-00号

00観光株式会社
東京都港区汐留・.....

(社)全国旅行業協会正会員

(2)お客様からの企画依頼と企画書面(取引条件説明書面)の提出

企画旅行会社は、お客様から依頼があった場合には、企画旅行会社の業務上の都合が

ある場合を除き、企画書面を作成してお客様に提出します。企画書面には、旅行日程、

旅行サービスの内容、旅行代金などのほか、次の (3)で述べる理由によりその他の旅行

条件及び旅行業者の責任に関する事項等旅行業法施行規則で「取引条件説明書面」に記

載すべきとされている事項を記載します。このことにより、企画書面は、旅行業法上は

取引条件説明書面としての役割を持つことになります。

なお、企画書面に、旅行代金の内訳として、企画料金を明示した場合には、当該企画

書面に記載された企画の内容に関して契約が締結された後旅行契約が解除された場合

に、取消料の収受開始前に限りその企画料金を収受することができます。

(3)取引条件の説明

旅行会社がお客様と受注型企画旅行契約を締結しようとするときは、その取引内容、

条件について説明しなければなりません。「取引条件説明書面Jに記載すべき事項は、

募集型企画旅行の場合と同じです。募集型企画旅行の場合は、これらを「パンフレット」

という形で作成することが多いのですが、受注型金画旅行の場合は上記 (2)で述べたよ

うに、企画書面の一部として作成し、この書面に基づいてお客様に説明することになる

でしょう。また、次の(4)のお客様の申込みの便宜のため、予め申込書用紙を添付して

おくのが良いでしょう。
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(4)旅行申し込み

お客様に企画内容と取引条件を説明し、お客様が了解したら改めてお客様から申込書

と申込金を提出いただきます。この申込書には、個人情報保護法から、旅行手配のため

に必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意する旨の記載が

必要となります。

(5)契約書面の交付

旅行会社がお客様からの申込みを受諾し申込金を受理したときは、旅行契約の内容を

記載した「契約書面」をお客様に交付しなければなりません。

「契約書面jに記載すべき事項は、旅行サービスの内容、支払い対価、有効な旅券・

査証の取得その他お客様が出発までに満たすべき条件、旅行目的地についての安全又は

衛生に関する情報その他のお客様が出発までに取得すべき情報等の取得方法、その他国

土交通省令で定める事項です。また、これらに加えて個人情報保護法上の公表事項や通

知事項も記載する必要があります。

契約書面での記載事項の多くが取引条件説明書面の記載事項と重複して規定されてい

ます。お客様との「契約締結の年月日Jと、「旅程管理業務を行う者が同行しない場合

は、旅行地における旅行業者との連絡方法」が重複していない事項ですが、それぞれ、

申込金領収書、旅行出発前に交付する最終旅行日程表の確定書面で明示することによっ

て補充されることになります。従って、取引条件説明書面である金画書面を交付し、そ

れに基づいて契約が締結された場合は、改めて企画書面(取引条件説明書面)に記載さ

れた事項について契約書面を交付して明示する必要はないこととなります。
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受注型企画旅行企画書面(例)

お客様

(契約責任者) 様

東京都知事登録旅行業第3-00号

00観光株式会社
東京都港区汐留

(社)全国旅行業協会正会員

営業所長:

総合旅行業務取扱管理者:

外務員氏名:

1 旅行の名称、旅行先、人員

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任
者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がござ
いましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。

団体名

(ツアー名)

2 旅行期間、旅行日程、旅行代金

旅行期間 年 月 日( ) ~ 

予定人員|大人:男一一女

名|小人:男一一女

年 月 日( ) 日間

旅行日程 別紙の旅行日程内容をご参照ください。

円(お一人様あたり 円× 名)
旅行代金総額

上記旅行代金に企画料金 円(旅行代金の %)を含みます。

名様から 名様の場合

旅行代金 名様から 名様の場合

名様から 名様の場合

3 旅行代金のお支払日と支払い方法

お申込金: 円 お支払日

旅行代金の残額: 円 お支払日

銀行口座振込 :00銀行 00支庖

当座預金口座番号 加入者名

4 旅行代金に含まれるもの

月

月

円(企画料金

円(企画料金

円(企画料金

日

日

円)

円)

円)

( 1 )ご旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運

賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応

するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課される

ものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)

( 2 )ご旅行日程に明示した送迎パス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)

( 3 )ご旅行日程に明示したホテル・旅館などの基本宿泊料金および税・サービス料金
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( 4 )ご旅行日程に明示した食事・飲物の料金及び税・サービス料金

( 5 )ご旅行日程に明示した観光の入場料・拝観料・ガイド料

( 6 )イベント関係費用としての会場費、講演費用、登録料、その他

( 7 )手荷物運搬料金

( 8 )団体行動中のチップ

( 9 )添乗員の同行費用(お客様からの依頼の場合)

(10)当旅行計画作成にかかる企画料金

5 旅行代金に含まれないもの

( 1 )渡航手続諸経費(旅券・査証の取得料金、予防接種料金、渡航手続取扱料金)

( 2 )超過手荷物料金

( 3 )個人的な費用(電話・電報料、クリーニング代、追加飲食費用等)

(4) 日本国内の空港施設使用料、運送機関の課す付加運賃・料金

( 5 )日程中の外国の空港税・出入国税

( 6 )傷害・疾病に関する医療費

( 7 )任意の旅行傷害保険料

6 お取消しの場合の企画料金・取消料について

( 1 )お客様は、いつでも次に定める企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除す

ることができます。

旅行契約の解除期日 取消料

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日 企画料金

よりも前 相当額

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日 旅行代金の

以降[③及び④を除く] 00% 

③旅行開始日の前々日以降[④を除く]
旅行代金の

00% 

④旅行開始日後又は無連絡不参加の場合
旅行代金の

00% 

( 2 )当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基

づきお取消しになる場合も、上記の企画料金又は取消料をお支払いいただきます。

7 旅行条件の基準日

この企画書面の記載条件は 年 月 日現在の運賃、料金を基準としています。
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(別紙)

ご旅行日程表

旅行企画・実施 :00観光株式会社

ハノーバー工作機械見本市視察(例)

日次 月/日 都市 発着時間 利用交通機関 摘 要

1 9月15日(木) 成田発 午後 日本航空 空路フランクフルトへ、

直行便

フランクフルト ルフトハンザ

夜 航空

ハノーバー着 専用パス 到着後ホテルへ

ハノーパー滞在 (5泊)

マリティムグランドホテル

2 9月日日(金) 3日間見本市見学

3 9月17日(土)

4 9月18日(日)

5 9月19日(月) 夜 専用パス 機械製造メーカーとの

業務提携懇談会:パーテイ

6 9月20日(火) ハノーバ一発 ルフトハンザ

航空

フランクフルト 夜 日本航空 空路成田へ、直行便(機内泊)

7 9月21日(水) 成田着 午後 到着後解散

」一
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受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(例)
前掲の企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の

契約書面の一部となります。

(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の 5による契約書面)

1 受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約J(以下「契約」といいます。)とは、 00観光株式会社(以下

「当社」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受け

ることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を

定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2 契約の申込み

( 1 )当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、

当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とと

もに当社に提出していただきます。

( 2 )当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番

号を当社に通知しなければなりません。

( 3 )当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行

申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者

が有しているものとみなします。

( 4 )契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければな

りません。

( 5 )当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される

債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

( 6 )当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、

あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

( 7) a.健康を害している方、 b.身体に障害のある方、 c.妊娠中の方、 d.補助犬使用者

の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能

な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客

様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

3 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

( 1 )当社の業務上の都合があるとき。

( 2 )通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカード

が無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規

約に従って決済できないとき。
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( 3 )お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれ

があるとき。

4 契約の成立時期

( 1 )契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

( 2 )当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支

払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の

成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。

( 3 )申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当

します。

(4 )通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同

申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契

約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立

するものとします。

5 契約書面の交付

( 1 )当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金

その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

( 2 )契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務

を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6 確定書面

( 1 )契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載

できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及ぴ記載上重要な

運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前

日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降に契約の

申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日

までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

( 2 )前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった

ときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

( 3 )確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー

ピスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

( 1 )旅行代金の額は、受注型金画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発

日までの当社が定める期日までにお支払いください。

( 2 )利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示

されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程

度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額するこ

とがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算し

てさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、
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旅行開始目前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができ

ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

( 3 )当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記

載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用

人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変

更することがあります。

8 契約内容の変更

( 1 )お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求

めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

( 2 )当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、

官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与

し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむ

を得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものであ

る理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容そ

の他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合に

おいて，やむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行契約の解除

( 1 )お客様から取消料をいただく場合

① お客様は、企画書面記載の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

② 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も別表

の取消料をいただきます。

( 2 )お客様から取消料をいただかない場合

お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除

することができます。

① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更がP132の表左欄に

掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

② 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除

きます。)

③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の

命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と

なり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

④ 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従

った旅行の実施が不可能となったとき。

⑥ お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書

面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその

旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うこと
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能です。

( 3 )当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個

人データを土産物庖に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パス

ポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等

で送信することによって土産物庖に提供いたします。なお、これら土産物庖への

個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前

までにお申出ください。

00観光株式会社

電話 03-1 2 34-5 6 7 8 

22 約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の

部)に定めるところによります。
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w手配旅行取引条件説明



N 手配旅行取引条件説明書面

1 手配旅行契約

( 1 )この旅行は、ジ、ヤタトラベル株式会社(以下「当社」という。)が手配をする旅行

であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。

( 2 )当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによ

りお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受

けることができるように、手配することを引き受けます。

( 3 )当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料

金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

2 旅行の申込み

( 1 )当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申

込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の

申込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡

しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。

( 2 )団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合

当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。

( 3 )当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、旅行代金概算の00は相当額以

上の申込金又は全額を添えてお申し込み下さい。なお、申込金は旅行代金・取消

料の一部といたします。

3 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

( 1 )当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社jといいます。)

のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の

一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファク

シミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約Jといいます。)を締結

する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟庖契

約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

( 2 )通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出

発日」等に加えて「カード名J、「会員番号J、「カード有効期限」等を当社にお申
し出いただきます。

( 3 )通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知

を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着

した時に成立します。

( 4 )通信契約での「カード利用日jは、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代

金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者

の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

( 5 )お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できな
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いときは、当社はお申込みをお断りします。

4 お申込み条件

( 1 )お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。

( 2 )健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等そ

の他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内

でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のため

に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

( 3 )その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5 旅行契約の成立

( 1 )旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

( 2 )当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした

場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に

到達した時点、で契約が成立します。

( 3 )団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした

時に契約が成立します。

6 契約書面のお渡し

当社は契約成立後速やかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。

団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお

送りします。

7 旅行契約内容の変更

お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場

合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変

更手続料金を申し受けます。

8 旅行契約の解除

( 1 )お客様の任意解除

お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一

部を解除することができます。

① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用

② 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用

③ 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金

( 2 )お客様の責に帰すべき事由による解除

① 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約

を取り消させていただく場合があります。

② お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できな

いときは、当社は旅行契約を解除します。

①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。

既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他



の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手

配料金・取消手続料金

( 3 )当社の責に帰すべき理由による解除

当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を

解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行

サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除

した残金を払い戻します。

9 旅行代金

( 1 )当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動

その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することが

あります。

( 2 )団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて

明示します。

( 3 )当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。

10 旅行業務取扱料金

国内旅行

手配旅行に係る取扱料金

区分 内 容

手配料金 運送機関と宿泊 0人以上の団体手配旅行
機関等との手配 の場合

が複合した場合 個人(上記以外の場合)

宿泊券のみの
0人以上の団体手配旅行
の場合

場合
個人(上記以外の場合)

運送機関のみの場合

添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。)

変更手続 運送機関と宿泊 0人以上の団体手配旅行
料金 機関等との手配 の場合

が複合した場合 個人(上記以外の場合)

運送機関の予約・手配の変更

宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切

替が必要な場合はそれを含む。)

取消手続 運送機関と宿泊 0人以上の団体手配旅行
料金 機関等との手配 の場合

が複合した場合 個人(上記以外の場合)

運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券

の精算手続がある場合はそれを含む。)

宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の

精算手続がある場合はそれを含む。)

連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為

の通信連絡を行った場合等
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料金

旅行費用総額の % 

1件につき 円

宿泊券面額の % 

1件につき 円

1件につき 円

添乗員 1人1日につき 円

変更に係る部分の変更前の

旅行代金の % 

1件につき 円

1件につき 円

1件につき 円

取消に係る部分の

旅行代金の %1 

1件につき 円

1件につき 円

1件につき 円

1件につき 円

(電話料、電報料は別)













V 渡航手続代行契約取引条件説明書面

1 渡航手続代行契約

( 1 )ジャタトラベル株式会社(以下「当社Jという。)と渡航手続代行契約を締結する

お客様は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契

約を締結したお客様であり、又は他の旅行会社の募集型企画旅行について当社が

代理して契約を締結したお客様とします。

( 2 )当社は、お客様の依頼により次に掲げる業務を引き受けます。

① 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続き

② 出入国手続書類の作成

2 契約の成立

( 1 )お客様は、申込書に必要事項を記入して、代行業務に必要な書類、資料その他渡

航手続書類等とともに当社に提出いただきます。

( 2 )渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立し

ます。

( 3 )当社は、申込書の提出を受けることなく、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手

段による渡航手続代行契約の申し込みを受け付けます。この場合の契約は、当社

が承諾した時に成立します。

( 4 )当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことが

あります。

( 5 )当社は、契約の成立後速やかに、渡航手続代行業務の内容、渡航手続料金の額、

その収受方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。

3 渡航手続代行料金と査証料等

( 1 )当社は、別表に定める渡航手続代行料金および在日外国公館に支払う査証料を申

し受けます。

( 2 )当社は、代行業務を行うにあたり生じた郵送費、交通費、その他の費用を申し受

けます。

4 守秘義務

当社は、代行業務を行うにあたって知りえた情報を他に洩らすことのないようにいたし

ます。

5 契約の解除

次の場合、当社は契約を解除いたします。

( 1 )お客様が、所定の期日までに渡航手続書類を提出しないとき。

( 2 )お客様が渡航手続代行料金、査証料、その他費用を所定の期日までに支払わない

とき。

( 3 )お客様が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可を取得
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できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。

6 当社の責任

( 1 )当社は、渡航手続代行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様

に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の

翌日から起算して 6か月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

( 2 )当社は、渡航手続代行契約により、実際にお客様が旅券等を取得できること及び

関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、

当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が旅券等の取得ができず、又は、関係

国への出入国が許可されなかったとしても、当社は責任を負いません。

(別表)

区分 内 d廿骨 料 主人¥

旅券 ( 1 )申請手続(申請書類作成のみ)

(2) (1) と申請又は受領のための都 ( 1 )の料金に

道府県庁への同行案内 (交通費は別途)

(3) (1) と代理申請又は法令で認め ( 1 )の料金に

られている代理受理 (交通費は別途)

(4) (1) と緊急渡航手続 ( 1 )の料金に

出入国記録書 ( 1 )出入国記録書類の作成代行 ( 1国につき)

査証 ( 1 )観光性査証の申請書作成代行又 ( 1国につき)

は作成代行と申請・受領代行

( 2 )商用・業務性査証の申請書作成 ( 1国につき)

代行又は作成代行と申請・受領代行

( 3 )移民、留学、役務、長期滞在等 ( 1国につき)

特別な目的により渡航する場合

( 4 )査証取得手続代行者に依頼する

場合の申請手続 (手続代行者への実費は別)

( 5 )緊急査証手続 ( 1 )の料金に

( 6 )査証免除の手続書類の作成 ( 1国につき)

検疫 検疫所、保健所、診療所等への同行案

内又は検印の取得代行 (処置料、交通費は別)

各種証明書 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、

卒業証明書等の取得同行案内、署名認 (交通費は別)

証の取得代行

再入国許可 再入国許可の申請手続

その他 上記に含まれないもの 実費

(注 1)上記料金は 1人又は 1件を対象とした料金です。

(注2)上記の各該当料金は合算して申し受けます。

(注3)上記料金には消費税が含まれています。
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百旅行相談契約取引条件説明



羽旅行相談契約取引条件説明書面

1 旅行相談契約

ジャタトラベル株式会社(以下「当社」という。)は、お客様の依頼により、次の旅行

業務の相談を引き受けます。その場合は、旅行相談料金を申し受けます。

旅行相談内容 旅行相談料金

お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金 (00分まで) 円

以降00分ごと 円

旅行計画の作成 旅行日程1日につき 円

基本料金 円

旅行経費の見積書の作成 基本料金 円と

旅行日程1日につき 円

運送機関の運賃・料金の見積り 1 f牛につき 円

旅行地および運送・宿泊機関等の情報提供 資料 (A4版) 1枚につき 円

留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡 基本料金 (00分まで) 円

航相談 以降00分ごと 円

お客様の依頼による出張相談 上記の料金に 円増

(注)上記料金には消費税が含まれています。

2 契約の成立

( 1 )お客様は、申込書に必要事項を記入して、当社に提出いただきます。

( 2 )旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立します。

( 3 )当社は、申込書の提出を受けることなく、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手

段による旅行相談契約の申し込みを受け付けます。この場合の契約は、当社が承

諾した時に成立します。

3 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

( 1 )当社の業務上の都合のあるとき

( 2 )お客様の相談内容が公序良俗に反するとき

( 3 )お客様の相談内容が旅行地において施行されている法令に違反するおそれがある

ものであるとき

4 当社の責任

当社は、旅行相談契約の履行にあたって、当社が故意または過失によりお客様に損害

を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算

して 6か月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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四誇大広告の禁止に関する留意点



vn誇大広告の禁止に関する留意点

旅行業者等が金画旅行の募集広告をはじめ旅行業務について広告するときの誇大広告の

禁止が、法第12条の8に次のように定められています。

旅行業者等比 旅昨行待業耕矧務劇lに…こ

ピスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表!

示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤言g

させるような表示をしてはならない。 I

更に、規則第30条に、その虚偽や誇大な表示をしてはならない具体的対象事項として、

次の8つの項目が定められています。

① 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項

② 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項

③ 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項

④ 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項

⑤ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項

⑥ 旅行中の旅行者の負担に関する事項

⑦ 旅行者に対する損害の補償に関する事項

⑧ 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

なお、⑧については近年、第3種の旅行業者が旧法下で、企画手配旅行の広告を主催旅

行の広告であるかのような誤認を生じさせることが見受けられていたことを踏まえ、その

結果、当該旅行業者の取り扱う業務の範囲を超えている広告を、新たに誇大広告をしては

ならない事項として、直接的に規定したものです。(通達4(2)⑥ア)
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企画旅行に関する広告の表示基準について(通達)

4 誇大広告の禁止(法第12条の8、施行規則第30条関係)

(1)本条の規制の対象となるのは、企画旅行の募集広告のみならず旅行業者等が旅行業務につい

て行う広告すべてである。

( 2 )禁止される誇大記載の事例は次のとおりである。

① 「旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項」について(施行規則第30条第

1号)

ア 次に掲げる用語を客観的根拠なく使用すること。

i ) I超豪華」、「当社だけのJ等の優位性、唯一性を意味する用語
ii) I完ぺき」等完全性を意味する用語

イ ファーストクラスの使用、添乗員の同行等単に契約条件に過ぎないものを「特典」とし

て記載すること。

ウ 「後援」、「協賛」、「推薦J等の記載を事実に反して行うこと。

② 「旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項」及び「感染症の発生の状況その他旅

行地における衛生に関する事項」について(施行規則第30条第2号、第3号)

旅行地において安全が確保されていることや、衛生面での懸念がないことを、事実に反し

て強調する目的で、「危険は一切ありません」、「衛生上の不安は全くありませんJといった用
語や、これを強く想起させる写真・イラスト等をしようすること。

③ 「旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項Jについて(施行規則第30条第4号)

ア 著しく事実に相違する記載を行うこと。

イ 日程に含まれない場所等の写真・イラスト等を使用すること。(表紙等に使用する場合及

びイメージであることを明記した上で使用する場合を除く。)

④ 「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」及び「旅行中の旅行者の負担に関

する事項」について(施行規則第30条第5号、第6号)

ア 次に掲げる用語を客観的根拠なく使用すること。

i ) I優待価格」、「割引価格」等の優位性を意味する用語

ii) I格安J等価格が著しく安いという印象を与える用語
イ 旅行者が別個に負担するものについて、旅行代金に含まれるかのような記載をすること。

ウ コストが旅行代金の中に含まれているのに「無料サービス」、「特典」等の記載をおこな

うこと。

⑤ 「旅行者に対する損害の補償に関する事項」について(施行規則第30条第7号)

特別補償責任を担保する保険として旅行特別補償保険をもって、旅行損害保険をかけてい

る旨を記載すること。

⑥ 「旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項について(施行規則第30条第8号)

ア 旅行の目的地若しくは日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容

又は旅行者が支払うべき対価に関する事項を具体的に広告に記載することにより、当該旅

行業者等に認められた業務の範囲上実施することができない企画旅行に参加する旅行者の

募集を行えるかのような誤認を与える記載を行うこと。

イ 「業界第O位」等優位性を意味する用語を客観的根拠なく使用すること。
ウ 事実に反して他の優良企業の信用を受けている旨の記載を行うこと。
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「旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項」について

対象表示事項(用語等) I 使用にあたっての留意点と表示例

①優位性、唯一性、最上級等を10これらの優位性，唯一性又は最上級を意味する用語は、客観的根
意味する用語

(例) *超豪華

*当社だけ

*最高級

②推賞を意味する用語

(例) *推賞

*推奨企画

*推薦

③完全性を意味する用語

(例) *完ぺき

*完全

拠がない場合は、使用できません。

次の例のようにその内容が客観的、具体的事実に基づくものであ

り、かつ、その事実を併せて表示する場合に限り使用することが

できます。

(例)

当社だけ…このツアーは、日本では当社だけが入場券を入手でき

ましたので、それをセットしたものです。

最高級…航空機はファーストクラス、ホテルは5つ星クラスのロ

イヤルスイート、観光はロールスロイスの大型車を利用

する最高級の旅行です。

Oこれらの推賞を意味する用語は、実際に推賞、推奨、推薦が、事

実に反している場合は使用することはできません。

Oまた、これらの用語を著名人が使用している表示は、当該著名人

が体験した事実に基づいたものでなければなりません。

o r当該著名人が体験した事実に基づいたもの」とは、当該著名人
が実際に当該ツアーに参加(同行)した事実、又は当該著名人が

推賞する事項について、実際に体験(行った、使用、賞味)した

事実がある場合をいいます。

この場合、季節によって体験内容が異なるときは、体験した季節

等が分かるように表示しなければなりません。

0完ぺき等完全性を意味する語は、客観的根拠なく使用できません。
O企画旅行は、企画旅行業者自らが旅行サービスを提供するもので

なく、企画旅行業者が管理できない要素が多くあります。これら

の完全性を意味する用語は、その完全性が100%確実に保証され

る場合以外は、旅行の品質、内容について完全であると断言する

ような表現を用いてはなりません。

ただし、例えば、「当社は、……の措置をとり万全を期していま

す。」のように、自社の方針又は目標を示す上で用いる場合など

で、その「万全Jr完全jの意味が表現上明らかである場合は差
し支えありません。

④後援、協賛、協力を意味する語 10これらの後援、協賛、協力等の表示は、事実に反して行うことは
(例) *後援 | できません。

*協賛 10また、外国の政府観光局などにおいては、その名称、ロゴ、協賛、
*協力

*賛同

後援等の用語の使用条件や使用許可基準を定めている場合があり

ます。必ず事前に、当該政府観光局などに確認、許可を受けて使

用するよう注意してください。

-154-



対象表示事項(用語等)

⑤旅行催行に関する表示

ア.旅行の出発(催行)が確

定している表示

(例)* 2名出発保証
* 2名出発催行確約

イ.旅行の出発(催行)は確

定していないが、出発

(催行)するものと誤認

されるおそれのある表示

(例) *残席わずか!

*出発保証(決定)間近

*出発有望(あと00名

で出発決定)

⑥その他の用語

(例) *特典

使用にあたっての留意点と表示例

02名以上の参加があれば、必ず出発を保証し、申し込みを承諾後
に旅行を中止することはできません。ただし、出発日から00日

までに旅行者の予約がまったくない場合、旅行の中止とする旨を

旅行出発日の表示近くに目に付きやすい場所に表示しなければな

りません。

Oこれらの旅行出発が確定に近い状況を意味する旨の用語は、旅行

者にとっては、その集客状況を知るうえで、有益な情報ですが、

消費者はこれらの表示から、最少催行人員に当然達し、 100%実

施される、或いは、自分が申し込めば、 100%実施されるものと

誤認するおそれがあり、旅行者とのトラブルが発生するおそれが

あります。無用なトラブルを防止するため、次の例のように、そ

の後の集客や取消の状況により、旅行の中止がある旨といつ時点

の状況であるかを併せて明確に表示するよう注意してください。

(例) *最少催行人員に達しています。 (0年O月O日現在の予約

状況によります。ただし、その後の取消状況により旅行

中止になることもあります。)

特に、新聞広告等で集客状況の表示をするときは、いつ時点の状

況であるのかに加えて、掲載日には満員(又は旅行中止)となっ

ていることもある旨を表示するなどの注意が必要です。

Oファーストクラスを利用することや添乗員が同行することなどを

「特典Jと表示することは、これらは単に旅行条件(契約内容)の一
部をなすに過ぎず「特典Jとはいえず、不適切な表示といえます。

2 r旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項」及び「感染症の発生の状況その他
の旅行地における衛生に関する事項」

対象表示事項(用語等) 使用にあたっての留意点と表示例

①安全、安心を意味する用語 0旅行地において安全が確保されていることや、衛生面での懸念が

(例) *安心 ないことを、事実に反して「危険は一切ありませんj、「衛生上の

*安全 不安は全くありませんJと強調することはできません。

0安全、安心を意味する用語は、旅行地において安全が確保されて
いることやその根拠を明らかに示す場合に限り使用することがで

きます。例えば、次に例示するように「安心」又は「安全」であ

る理由を明らかにした上で、これらの用語を使用することは差し

支えありません。

(例) *現地の00地域の治安状況は、警察当局の発表によれば、
安全で、、ご安心いただけます。

*医師が同行して、お客様の健康状態をチェックします。

ご年配の方でも安心してご参加いただけます。
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四広告表示及び取引条件説明書面の

記載事項の不適切な事例



四広告表示及び取引条件説明書面の記載事項の不適切な事例
1 企画旅行業者、無登録業者

不適切な内容(例) 摘 要

①オーガナイザーを「企画主催」とし、旅行業者|旅行業者以外の者は、旧法下での「主催J100 
が「指定代理店」となっている。

企画主催:(社)00協会
指定代理庖:ジャタトラベル(株)

主催」を使った旅行の主催者になれません。

オーガナイザーを 100企画Jとし、旅行業者を
「旅行企画・実施」としてください。

②企画旅行業者名の代わりにツアーのブランド名|企画旅行業者名は、登録簿に記載された氏名又は

又は略称、愛称等を表示している。 1名称を表示しなければなりません。営業所名、住

所、登録番号も同様です。

③この旅行は、下記に明示された旅行業者(以下|他の旅行業者が作ったパンフレットを利用したも

「当社」といいます。)が旅行企画する旅行であ|のと思われるが、旅行企画・実施である旨を明確

り」と表示したうえで、社名を記載しであるが、|に企画旅行業者の名称の前に書くとともに、旅行

社名のところに「旅行企画・実施Jの旨の表示|条件書には、「この旅行は当社が旅行企画・実施
がない。 1する旅行であり・・・」と表示してください。

2 受託旅行業者、代理業者による募集

不適切な内容(例)

表示例:旅行企画・実施 00旅行社

t商 要

①受託旅行業者が広告主とおもわれる広告で、企|必ず企画旅行業者の登録番号、所在地を記入して

画旅行業者の表示が「旅行企画・実施:00旅 lください。なお、受託旅行業者も「受託販売、登
行社Jと表示されているだけで、登録番号、所|録番号、会社名、住所」を表示してください。
在地が表示されていない。

②旅行業者代理業者が所属旅行業者の会社名、旅|旅行業者代理業者は旅行業務取引をしようとする

行業者代理業者である旨を明示しないで、所属|ときは、所属旅行業者の氏名又は名称及ぴ旅行業

旅行業者の営業所と同じ表示をしている。 1者代理業者である旨を相手方に明示し、名称の活

(例)00営業所 |字は小さい活字を用いなければなりません。

TEL:03・1234・5678 1 (例)国土交通大臣登録旅行業第00号
(有)00観光 | ジャタトラベル(株)代理業

東京都千代田区・・・

東京都知事登録業者代理業

東京都知事登録旅行業者代理業00号

(有)00観光00営業所

TEL: 03-1234-5678 
東京都千代田区・...

③受託旅行業者名が、略号ロゴで書かれている。 I略号のみの表示は認められないので、必ず登録簿
に記載された会社名を記載してください。
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不適切な内容(例) 摘 要

④受託旅行業者の会社名を大きく、企画旅行業者|規則第28条の 2 (広告の表示方法)の第 1号で、

の名称を小さく記載している。 I企画者以外の者の氏名又は名称を記載する場合に

あっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の

氏名又は、名称の明確性を確保することと規定さ

れています。

3 旅行の申込先、申込方法

不適切な内容(例)

(1)受託旅行業者の会社名の文字の大きさは、

企画旅行業者の会社名の文字の大きさを上

回らないこと。

( 2 )同ーのポイントの活字を使用してもゴシッ

ク体にしたり、目立つ色を使用して強調し

ないこと。

( 3) r受託販売」登録番号、電話番号、会社名、
住所、取扱管理者名を必ず、表示すること。

摘 要

①旅行業者以外のオーガナイザーなどを旅行の申|旅行業者等以外の者を申し込み先としてはなりま

込み先(申込み金支払先)問い合わせ先として|せん。次のように表示をしてください。

いる。 視察のお問い合わせ

視察企画 00商工会議所
旅行のお申込み 00旅行会社

②記事広告の中で、申込先が記載されているが、|記事広告であっても実質的に旅行を募集している

必要事項に漏れがある。 I(旅行代金と旅行業者名を記載している。)のであ
れば、「広告の表示基準Jの対象となりますので、

必要事項をもれなく記載してください。
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4 旅行の目的地及び出発日その他の日程

不適切な内容(例) 摘 要

①募集型企画旅行について、「参加人員により旅|一旦、契約した旅行契約(旅行日程)は、不可抗

行日程を変更することがある。」と表示してい|力等の旅行業者の管理できない事由のほか、変更

る。 することは許されません。

②旅行最終日に、真夜中の航空便利用のため、ホ Ir出発までホテルで休憩」と記載してください。
テルに半泊するが、ホテル名を表示していない。

③新聞広告に「日程」の記載がない。 新聞広告でも、日程の記載は必要です。たとえば、

一つの目的地しかない旅行でも次のように最低限

の日程は記載してください。

(例)①成田発函パリ(泊)

②③(!⑤パリ(泊)

⑥パリ発困⑦成田着

④旅行日程等旅行内容に関するもの以外の表示に Ir旅行条件J欄が詳細に記載されても、旅行内容
ついては、「旅行条件」欄に詳細に書かれてい|が取引条件説明書面で必要とされる内容で記載さ

るが、旅行日程等の旅行内容については単なる|れていないものは「単なる募集広告」としての取

募集広告としての項目、内容の記載しかない。|り扱いとなります。

また、別途、取引条件を説明する旨の記載もな|必ず、例えば、「詳しい旅行条件を記載した書面

しミ。

5 運送、宿泊、食事サービス

不適切な内容(例)

をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申

し込みください」と表示し、申し込み前に、取引

条件の説明書面で必要となる詳しい日程表を含ん

だ取引条件説明書面を交付してください。

t商 要

①取引条件の説明書面に使用する募集広告の日程|取引条件の説明書面に使用する募集広告の日程表

表に運送機関の客室の等級が明示されていな|において、運送機関の客室の等級を表示しなけれ

い。 Iばなりません。また、この等級は、利用する運送

機関が自社の等級として定めたものを用いてくだ

さい。

②募集広告に海辺に位置したホテルではあるが、 Ir海に面したJ(オーシャンフロント)の表示は、
利用する客室の前に建物があり、正面に海が見|海辺に位置し、正面に海を眺めることができる客

えないのに、オーシャンフロントと記載してい|室について用いることができます。

る。 Ir海の見えるJ(オーシャンビュー)その他 roo
が見える」等の表現は、対象物である海又は00
が客室の窓側(ベランダは含まない)から視界の

かなりの部分を占め、その景観を特色付けている

場合に限り使用することができます。
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不適切な内容(例) 摘 要

③新聞広告で北京 4日間コース、第 1日 北京|宿泊地については、日程中のすべての宿泊都市名

(泊) 第2日 北京(泊) 第3日 藩陽(泊)と|を表示してください。宿泊機関の名称も必ず表示

宿泊地の表示があるが、利用予定の宿泊機関の|をし、新聞広告では、 IAホテル又は同等クラス」
名称である宿泊ホテル名が一切表示されていな|等の表示も認められます。

し、。

④「シェラトン・カウアイリゾート、ハイアッ II朝食付き」だけでは不適切です。食事の回数表
ト・リージ、エンシー・ワイキキ 6・7・8日間|示は、宿泊ホテルごとに明確に表示をしてくださ

朝食付き」と毎日朝食の食事サービスと表示し|い。

ているカ宮、 f也のページに、シェラトン・カウア

イリゾート 6日間は、朝食2回とマーク表示を

している。

6 旅行代金

不適切な内容(例) 摘 要

①「旅行経費」、「旅行費用」、「参加費用」、「団|約款で定めた「旅行代金」の用語を使用してくだ

費」、「会費」などの不明な用語を用いている。 Iさい。
契約に係る用語は正確に使用してください。
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②
 

休前日おひとり 2.00 0円増し さい。

宿泊機関の 1室当たりの利用人数の差異により旅

行代金が異なる場合も、明確に旅行代金の金額を

記載してください。

③上海3日間・ 4日間、宿泊ホテルとしてスタンダ|募集型企画旅行の旅行代金の他に、手配旅行とし

ード、スーペリア、ホテル指定別に旅行代金が|ての旅行業務取扱料金を請求することは、できま

表示され、「旅行代金の他に、団体包括手数料|せん。

1人3.150円、現地にて空港税90元が必要となり

ます。」と表示されている。
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不適切な内容(例) 摘 要

④ 1 1名、 3名、 5名のように奇数人員で参加申|単に左記のような申し込み条件を表示した場合に

し込みの場合は、部屋割りの都合でシングルの|おいて、明確に 1人部屋利用を希望していないの

料金を負担していただくことがあります。jと|に、設例のような 1人部屋追加料金の請求はでき

表示している。 Iません。次の旅行条件を表示してください。

7 旅程管理業務、添乗員

不適切な内容(例)

この旅行では、他のお客様との相部屋の取り扱い

はいたしません。

お一人様でお申し込みの場合は、シングル利用と

なり、追加代金000円が必要となります。 3名
様の場合は、 1室3名利用として、 トリプル又は

ツインに簡易ベットを入れて使用します。また、

ツインとシングルの組み合わせとなる場合は、シ

ングル利用の追加代金000円が必要となります。

t高 要

①「この旅行には主任添乗員が同行します。」と|主任添乗員の用語は意味がなく、場合によっては

表示している。 I優良誤認につながります。
あたかも能力の高い者であるかのような印象を与

える「主任添乗員が同行」の文言は、不適切です。

②募集広告の裏面の条件欄では、添乗員の表示に|旅行参加者数によって添乗員の同行の有無が変わ

ついて「現地係員がお世話します。ただし、お|るときは、添乗員が同行しない旨を基本に表示し、

客様の数が15名以上の場合は添乗員が同行して|参加者数が一定以上になったときに同行する旨表

お世話します。jと添乗員が同行しないことを|示しますが、事例のように裏面は正しい表示を行

基本に表示しているが、表面では単位 115名様|っていても、表面の表示がある限り募集広告とし

以上添乗員同行」と大きく表示している。 Iては不適切といわざるを得ません。

③社員が企画、販売、添乗をしている企画旅行に|特定の人気のある添乗員が行く場合、本人が添乗

おいて、コースごとに添乗員の氏名と写真を掲|に行けなくなったことは、重要な契約内容の変更

載して募集するが、旅行実施日に、本人が添乗 lであり、取消料なしで解除できます。
に行くことができず、実務経験の浅い交代要員

たる添乗員が同行することになった。

④「コンダクターとめぐるパリ・ローマ・フイレン I1コンダクターとめぐる…」とツアー・タイトルに
ツェ 9日間」とのツアータイトルにも関わらず、|記載している限り、旅行日程のすべてを添乗員が

「途中、現地係員がお世話します。初めての方|同行しなければなりません。

でも、安心してご参加できます。乗り継ぎの手

続きと、一部ホテルのチェックインは、お客様

ご自身でしていただきます。Jとの注意書が書
かれている。













区広告表示のQ&A

質問 1

パンフレット(契約書面)で、運送機関の会社名表示「ヨーロッパ系航空会社か日系

航空会社」という表示は可能でしょうか。

【回答]不可です。

[解説1rヨーロッパ系航空会社」というと旅行者は、 AF，BA， AZ， LHなどを利用すると想
定しますが、これでは外縁が不明確なままなので不可です。なお今後もAF，BA，

AZ，LHと手配予定の複数の航空会社を具体的に列挙することは可能です。また、

「日系航空会社」も、手配予定の複数の航空会社を列挙していませんので不可です。

質問 2

ホテルのクラス分け表示で「妥当な数」とは一都市Iクラスにつきいくつまでが妥当

か教えてください。

{回答]常識で判断すべきで、明確な数の判断基準はありません。

【解説]各社の手配能力や都市によってホテルの数が異なりますので、具体的な数値で表

すことはできません。しかしながらその都市にあるすべて(ほとんど)のホテル

名を列挙することは、明らかに「旅程保証J回避とみなされ妥当とは言えないで

しょう。

質問3

当社は第3種の旅行業者です。自社の「友の会」の会員に対して、募集型の企画旅行

として、広告できませんか。

【回答]広告できません。

[解説]募集型企画旅行の実施は、第3種の登録業務範囲外であり、募集広告は認められま

せん。しかしながら、「友の会」が、旅行会社とは独立した規約を備え、規約上民

主的な意思決定機関があり、明確な会員名簿に従って、会員の総意により規約ど

おりに運営されているという実態がある場合には、「友の会」の機関決定に基づく

依頼により、受注型企画旅行として受けることができるでしょう。
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質問4

弊社では、永年オーガナイザー付の旅行があります。以前はモデルコース的なチラシ

を作成していました。このチラシを基にオーガナイザーが友の会会員の集会で計画を

立てておりましたが、この度の業法改正でそのたぐいが作成出来ないとなると、幹事

が申しますには、「旅程だけでは、現地のイメージがわかず、集客が出来ない」との

事、このような場合はどのように対処したらよいか、教えてください。

[回答]多くの場合に「友の会会員」は相互に接触ある関係とは言えず、実態は団体とし

ての実質はなく不特定多数と言えるでしょう。従って、「受注型企画旅行Jとして
引き受けるのでなく、「友の会とタイアップした募集型企画旅行」として実施すべ

きでしょう。但し、ある組織・団体の基礎単位の相互に日常的な接触のある範囲

で、その構成員であるオーガナイザーから「受注型企画旅行」の受注を受けた後

に、対価やモデル日程を示すことは問題がありません。

【参考】旅行業法施行要領について(国総旅第386号)第一の 2.企画旅行契約3)募集の

要件等 (4) 

質問 5

旅行業者以外の者(金融機関、商工会議所、コンペンション等)が企画する場合のパ

ンフレット作成基準や申込先、代金受領を示したガイドラインはありますか。

[回答}あります。

[解説】 P1l8からP1l9I旅行業者以外の者とタイアップして企画旅行を実施する場合の取

扱い」を参照してください。

質問 6

受注型企画旅行の広告において、旅行代金等を表示して申込を誘引する広告は不可と

されていますが、第 l種旅行業者の受注型海外・圏内企画旅行及び第2種旅行業者の

受注型国内企画旅行については、具体的内容を示して広告が出来るでしょうか?

[回答】具体的内容を示した広告は、受注型企画旅行の広告ではなく、募集型企画旅行の

広告です。

[解説】受注型企画旅行とは、旅行者の依頼を受けて旅行計画の作成を行う旅行ですので、

その広告もそうした受注を受けますという内容となるもので、旅行計画の具体的

内容まで示す広告は、募集型企画旅行の広告と扱われます。

なお、第 1種旅行業者の海外・国内旅行および第2種旅行業者の国内旅行につい

ては「募集型企画旅行Jの実施が認められていますので、ご質問のような広告を

することが、結果的に旅行業法上問題とされることはありません。
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質問 7

また、第 1種旅行業者、第 2種旅行業者は業種の区分であり、募集型か受注型か

は旅行の形態による区分です。

「中抜きツアーjの無手配日表示方法について、ガイドラインP60記載の「無手配日J
については、必ず日程表内で表示しなければならないのでしょうか。

[回答]日程表内に表示する必要があります。

【解説]I無手配日の期間は、当社により航空機、ホテル等の旅行サービスの手配が全く行

われておりません。当期間にお客様が被った損害については当社約款に基づく補

償金等の支払の対象とはなりません。Jと必ず日程表内に記載してください。

質問8

オーガナイザーが立案企画した、研修日程を含む旅行を旅行業者が募集型企画旅行と

して取り扱った場合、従来は「旅行主催。×旅行会社」と表記するため、オーガナイ

ザーの主催表記は出来ませんでしたが、今回からは「主催:オーガナイザー会社」、

「旅行企画・実施 :Qx旅行会社」という表記は可能ですか。

[回答]旅行実施の主体(責任)がオーガナイザーにあると誤認される恐れがあるので、

好ましくありません。

【解説]I主催:オーガナイザー会社」とすると、全体的な責任主体が「オーガナイザー会

社」と捉えられる可能性があります。表記不可とまで言える法的根拠はありませ

んが、事故等のあったときに参加者との間でトラブルの原因になるおそれがあり

ますので、「研修企画:オーガナイザー会社」、「旅行企画・実施 :Qx旅行会社」

のように区分して表記したほうが好ましいでしょう。

質問 9

プラハへ行くツアーを金画しています。オランダ航空または英国航空の乗継便を利用

した際、途中の経由地を記載する必要がありますか。

[回答】取引条件説明書面及び契約書面に記載する必要はありません。

【解説}取引条件説明書面及び契約書面では、航空機が乗継便又は経由便になることが予

定されている場合は、その旨表示することが義務付けられていますが、乗継又は

途中の経由地の記載までは求められていません。
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質問10

〔客室の利用人員〕

国内旅行の募集広告で、 2名1室の場合は、 4名1室の場合より高めの代金設定と

なっており、 2名1室の場合は洋室のツインになる場合があると書いてありました。

これは許されますか。

[回答11広告Jでは客室の種類を表示することは求められていませんが、同時に「取引条
件説明書面」としての役割を持たせる場合には、利用人員による客室の種類とし

て「和室、洋室、和洋室の別及び洋室については、シングル、ツイン、ダブル、

トリプル等」の表示が求められます。

[解説14名1室の場合「和室」で、 2名 1室の場合「ツイン」と表示されていれば問題
が無いでしょう。なお、広告において 12名1室の場合は洋室になる場合がある」

のようなどちらになるか不明な表示をせざるを得ないのであれば、旅行申込時点

で「和室」か「洋室」の区別を明記した書面を「取引条件説明書面Jの一部とし
て別途、交付すべきでしょう。

質問11

契約書面での「関西空港発又は、伊丹空港発」の広告表示は可能でしょうか。

[回答]可能です。

[解説1IATAの都市コードは、関西空港も伊丹空港も「大阪Jですので、「契約書面」の
段階では大阪発 (1関西空港又は伊丹空港発J)の記載は可能です。その後の「確

定書面(最終日程表)Jにおいて確定すればかまいません。確定書面で「関西空港

発」と決定したにもかかわらず、実際には「伊丹空港発Jとなった場合は旅程保

証の対象となるのはいうまでもありません。

質問12

ツアー・タイトルに「愛知万博へ行く」と表示した場合でも、入場券の旅行代金を

含めない旅行代金の設定は可能でしょうか。

[回答】不可です。

[解説]ツアー・タイトルに、入場券が必要とされる特定の施設の名称又は当該施設内に

おける催物等の名称、を記載する場合は、旅行代金に当該入場券の代金を含んだ旅

行代金の表示をしなければなりません。これは万博であろうと同じです。
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参考資料(法令・通達)

( 1 )旅行業法(昭和27年法律239号)(抜粋)

(取引条件の説明)

第12条の4 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関

し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認し

た上、国土交通省令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しな

ければならない。

2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除

き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、

旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他

の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、

旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の'情報通信の技術を利用する方法で、あって国土交通省令で定めるものにより提供す

ることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみ

なす。

(書面の交付)

第12条の5 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関

し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、

当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に

関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した

書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなけれ

ばならない。

2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところ

により、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当

該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であって国土交通省令で

定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当

該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
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(企画旅行の広告)

第12条の7 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするとき

は、国土交通省令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の指名又は

名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内

容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令

で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令で

定める事項を表示してしなければならない。

(誇大広告の禁止)

第12条の8 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関

するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違す

る表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認

させるような表示をしてはならない。

(禁止行為)

第13条

3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関

連して次に掲げる行為を行ってはならない。

一旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあ
っせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受

けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三 前二号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をす

ること。

四 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護の欠け、又は、旅行業の信用を失墜させ

るものとし国土交通省令で定める行為

(旅行業者代理業者の旅行業務等)

第14条の3 旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締

結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱っては

ならない。

2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏

名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を

誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
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(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は三十万円以下の罰金に処する。

八 第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若し

くは表示をした書面を交付した者

十 第十二条の七の規定に違反して広告をした者

十一 第十二条の八の規定に違反して広告をした者

十五 第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者

( 2 )旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令61号)(抜粋)

(取引条件の説明)

第25条 法第12条の4第1項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について

行わなければならない。

( 1 )金画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項

イ 金画旅行を実施する旅行業者(以下「企画者jという。)の氏名又は名称

ロ 企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨

ハ 旅行の目的地及び出発日その他の日程

ー 旅行者が旅行業者に支払うべき対価その他の収受の方法

ホ 旅行者がニに掲げる対価によって提供をうけることができる旅行に関するサー

ピスの内容

ヘ ニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要

とするもの

ト 企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)

の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を

実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数

チ 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項

リ 契約の変更及び解除に関する事項

ヌ 責任及び免責に関する事項

ル 旅行中の損害の補償に関する事項

ヲ 旅行に関する資格を定める場合にあって、その旨及び当該資格

ワ 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関

する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

(書面の交付を要しない場合)

第25条の2 法第12条4第2項の国土交通省令で定める場合は、旅行業者が対価と引き

換えに法第12条の 5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する

場合とする。
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(書面の記載事項)

第25条の3 法第12条4第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

( 1 )企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項

イ 企画者の氏名又は名称及び住所並ぴに登録番号

ロ 企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並び

に当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

ハ 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交

付する場合にあっては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び

所在地)

一 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業

務取扱管理者が最終的に説明を行う旨

ホ 第25条第1号ノ、からワまでに掲げる事項

( 2 )企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結

しようとする場合にあっては、次に掲げる事項

イ 契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、そ

の旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

ハ 第25条第1号ハからへまで及びチからワまで、同条第2号ハ並び、に前号ハ及び、ニ

に掲げる事項

( 3 )法第2条第 1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようと

する場合にあっては、第25条第1号ニ及びホに掲げる事項

(書面の交付を要しない場合)

第26条 法第12条の 5項第1項の国土交通省令で定める場合は、法第2条第 1項9号に

掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。

(書面の記載事項)

第27条 法第12条の5項第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

( 1 )企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項

イ 金画者以外のものが企画者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並

びに当該代理人の氏名又は名称及ぴ住所並びに登録番号

ロ 第25条第1号ハからトまで及びリからワまで並びに第25条の3第1号イ、ハ及び

ニに掲げる事項

ハ契約締結の年月日

ニ 旅程管理業務を行うものが同行しない場合にあっては、旅行地における企画者と

の連絡法



( 2 )企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げ

る事項

イ 契約を締結した旅行業者の氏名又は住所並びに登録番号

ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあっては、そ

の旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

ハ 第25条第1号ハからへまで及びリからワまで同条2号ハ、第25条の3第1号ハ及

び、ニ並びに前号ハに掲げる事項

(広告の表示方法)

第28条の 2 旅行業者等は、金画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするとき

は、次に定めるところによりおこなわなければならない。

( 1 )企画者以外の者の氏名又は名称を記載する場合にあっては、文字の大きさ等に留

意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。

( 2 )旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合

において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。

(広告の表示事項)

第29条 法第12条の 7の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

( 1 )企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

( 2 )旅行の目的地及び日程に関する事項

( 3 )旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関す

る事項

( 4 )旅行者が旅行業者に支払うべき対価に関する事項

( 5 )旅程管理業務を行う者の同行の有無

( 6 )企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企

画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数

( 7 )法第12条の 4に規定する取引条件の説明を行う旨(第25条第1号に規定する事項

を表示して広告する場合を除く。)

(誇大表示をしてはならない事項)

第30条 法第12条の8の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

( 1 )旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項

( 2 )旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項

( 3 )感染症の発生の情況その他の旅行地における衛生に関する事項

( 4 )旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項

( 5 )旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項

( 6 )旅行中の旅行者の負担に関する事項
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( 7 )旅行者に対する損害の補償に関する事項

(8 )旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

(禁止行為)

第37条の 9 法第13条第3項第4号の国土交通省令で定める行為は旅行者に対し、旅行

地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要す

る行為とする。



( 3 )旅行業法施行要領(平成17年 2月28日付け国総旅振第386号(抜粋)) 

2 企画旅行契約(法第 2条第4項)

1 ) 企画旅行契約は、旅行業務の取扱に関する契約であり、旅行業務の取扱いの結果成

立した運送契約、宿泊契約及び食事、観光、ガイドその他の運送等関連サービスの提

供に係る契約は含まない。

2) 旅行に関する計画の要件

( 1 ) 日程等は計画として定まっていればよく、契約の締結前に手配を完了している

ことを要しない。

( 2 ) 以下のような事例は、複数の旅行に関する計画が、参加する旅行者の募集をす

るためにあらかじめ定められているものとして扱う。

(例)① 出発日が一定期間中何時でも可とするもの

② 幾つかのオプションを組み合わせることができるアラカルト型の旅行であ

るもの

( 3 ) 旅行の目的地が明示されないミステリーツアー等の場合であっても、当該旅行

の性質上、単に明示されていないだけであるから、旅行に関する計画が、参加す

る旅行者の募集をするためにあらかじめ定められているものとして扱う。

3 ) 募集の要件等

( 1 ) 募集とは、旅行契約の申込みを旅行者に対し誘引することをいい、運送事業者

又は宿泊事業者の代理人として運送契約又は宿泊契約の申込みを誘引するにすぎ

ないものは含まない。単一のサービス提供機関によって提供されるサービスにつ

いての宣伝、広告であって、当該サービス提供機関名が明示されているものは、

ほとんどの場合、旅行者の募集に該当しない。

( 2 ) 募集の方法は問わない。新聞等への広告、ポスター、パンフレット、ちらし、

口頭による勧誘、ダイレクトメール、インターネット、いずれも旅行契約の申込

みを誘引するものは募集となる。

( 3 ) 旅行業者又は旅行業者代理業者以外の者(オーガナイザー)が旅行者の募集に

関与する場合の取扱いについては、以下による。

イ) オーガナイザーが、その名において旅行者との間で旅行契約を締結する場合は、

オーガナイザーの無登録営業となる。また、旅行業者の名において旅行契約を締

結する場合でも、オーガナイザーにおいて申込みを受け付け、旅行代金を収受す

る行為は、無登録営業となる。したがって、旅行業者はこれらオーガナイザーよ

り手配を引き受ける等、これらの者の違法営業に関与してはならない。

ロ) 次の例のように、相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、オ

ーガナイザーが当該団体の構成員であることが明らかな場合におけるオーガナイ
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ザーによる参加者の募集は、企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集とは

ならない。この場合、旅行業者は、参加者全体の契約責任者としてのオーガナイ

ザーからの依頼を受けて実施する企画旅行又は手配旅行として引き受けて差し支

えない。

(例)① 同一職場内で幹事が募集する場合

② 学校等により生徒を対象として募集する場合

ハ) ロ)に規定する以外のオーガナイザーからの依頼があった場合には、当該オー

ガナイザーの集客募集等が実質的に旅行業者による企画旅行の実施のための直接

的な旅行者の募集と類似しており、旅行者に混乱を与え得るものであることから、

旅行業者は旅行者の直接的な募集により実施する企画旅行として取り扱わなけれ

ばならない。この場合に旅行業者は、当該オーガナイザーを関与させることなく、

直接に旅行者から旅行代金を収受して旅行契約を締結しなければならない。

(4 ) 以下の事例のように、オーガナイザーが旅行業務に該当しないイベント等の企

画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下による。

(例)① 海外留学ツアー

海外留学あっせんーイベント事業者

旅行企画・実施ー旅行業者

アザ/ンム、不、‘，ノ②

j
l
 

挙式一イベント事業者

旅行企画・実施-旅行業者

③交流ツアー

(交流得一イベント事業者

旅行企画・実施-旅行業者

イ) 旅行の企画・実施部分については、旅行業者が全ての責任を負うことを明示す

ること。

ロ) 旅行の企画・実施部分の代金を分離し、参加者は旅行業者に支払うべきものと

すること。

ハ) 募集広告上の表示は、原則として以下の事例のいずれかに従うこと。

(例)① 旅行の企画・実施者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う。

共同企画イベント事業者

旅行業者

旅行企画・実施旅行業者

費 用全費用

費用支払先旅行業者
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② 費用、責任をイベント部分と旅行の企画・実施部分に分けて表示する。

イベント企画 イベント事業者

旅行企画・実施旅行業者

費 用イベント参加費用と旅行費用を分離表示

費用支払先旅行費用については旅行業者

イベント企画 イベント事業者

費 用 イベント参加費用のみ

旅行についての表示例

(イベント参加者は00旅行業者が旅行企画・実施する xxツアー
(ムム円)に参加できます。(別途旅行業者に申し込んで頂きます。)) 

第10 取引条件の説明、契約書面及び広告(法第12条の4、第12条の 5、第12条の 7及

び第30条)

1 取引条件の説明は、当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を

交付するもの以外の場合は、書面を交付して行わなければならない。ただし、書面を交

付しなくてよい場合においても、約款又は料金表の掲示又はその写しの交付があること

をもって取引条件の説明とすることはできない。

2 旅行者からの依頼を受けて実施する企画旅行の契約の締結に際し、標準旅行業約款に

定めるところにより旅行者に対して企画書面を交付した場合において、その記載内容に

従った契約がなされるときは、当該記載事項については、法第12条の4第2項の規定に

よる取引条件説明書面の交付がなされたものとして取り扱う。

3 取引条件の説明を書面で、行った場合において、その記載内容に従った契約がなされた

ときは、当該記載事項については、法第12条の5の規定による契約書面の交付がなされ

たものとして取り扱う。

4 法第12条の 5の契約書面は、数種の書面(領収書、確定書面(最終日程表)等)によ

って要件を満たすことも認められる。

5 法第12条の 5に規定する「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、航空

券、乗車船券、宿泊券等をいう。これらの券類によって表示されない事項は、他の書面

を交付して、補わなければならない。

6 金画旅行に関する広告及び取引条件の説明に使用する書面の基準については、「企画

旅行に関する広告の表示基準等についてJ(平成17年2月28日付け国総旅振第387号)に
規定するところによる。
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第15 その他

1 禁止行為(法第13条)

1 ) 法第13条第1項第2号及び同条第2項の「旅行業務に関し取引をする者」は、旅

行者に限らず、運送、宿泊事業者等の旅行サービス提供機関を含む。

2) 法第13条第3項の規定は、白ナンバーの貸切パス営業、無資格者による有償通訳

ガイド行為等我が国における法令に違反するサービスの提供等のあっせんにも適用

がある。

3 ) 法第13条第3項第4号の規定は、以下のように、旅行地において旅行者の選択権

(選択の自由)を奪うなど、旅行者の意思に反して特定の商品やサービスを事実上

購入せざるを得ないような状況に置く行為にも適用される。なお、旅行サービスの

一環として、旅行者の便宜のため単に土産物屋に案内する行為自体には適用はない。

(例)旅行業者の添乗員等が、土産物の販売が一定の売り上げに達するまでパスを

出発させない旨を宣言して自ら車内で土産物を販売する場合

-185-



(4)企画旅行に関する広告の表示基準について(平成17年 2月28日付け

国総旅振第387号)

1 企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示方法について(旅行業法以下

「法」という。)第12条の7、同法施行規則 (1施行規則」という。)第28条の2関係)

( 1 )① 「企画者以外の者Jについて(施行規則第28条の 2第1号)

企画者以外の者には、企画旅行業者の旅行業者代理業者並びに企画旅行業者の受託旅

行業者及び受託旅行業者代理業者のほか、以下のような者が含まれることに留意する

こと。

ア 企画旅行業者以外の者が企画に参画した場合のオーガナイザ一等

イ 後援者、協賛者、賛同者、推薦者

ウ 運送機関、宿泊機関

② 「文字の大きさ等に留意して、企画者の指名又は名称の明確性を確保することに

ついてJ(施行規則第28条の第1号)

原則として以下の要領により表示すること。

ア 受託旅行業者については、企画旅行業者の名称に用いている活字と同等以下の

大きさの活字を用いること。

イ 企画旅行業者の旅行業者代理業者については、それぞれ、企画旅行業者、受託

旅行業者の名称に用いている活字より小さい活字を用いること。

ウ 旅行業者又は旅行業者代理業者等以外の者の名称については、企画旅行業者の

名称に用いている活字と同等以下の大きさの活字を用いること。

エ その他、企画旅行業者以外の者の名称に太い活字や鮮やかな色を用いるなど、

その者の名称、をことさらに目立たせるような表示を行わないこと。

③ 旅行と特殊なイベントを組み合わせた企画を旅行業者とイベント業者が共同して

企画する場合における企画旅行業者の氏名又は名称の表示については、旅行業法施

行要領(平成17年2月28日付け国総旅振第386号。以下「施行要領」という。)によ

ること。

( 2 )施行規則第28条の 2第2号に規定する場合においても、支払うべき対価の最低額

及び最高額を同等の大きさの活字を用いて表示するとともに、最低額又は最高額をこ

とさら目立たせるような表示をおこなわないこと。

2 企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項について(法第12条の7、

施行規則29条関係)

( 1) 1企画者の氏名又は名称及ぴ住所並びに登録番号」について(施行規則第29条第1号)

① 登録番号は、企画旅行業者の氏名または名称に近接して表示することO

② 旅行業協会に加入している旅行業者にあっては、当該旅行業協会名(マークの記
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載は任意とする。)も併せて表示すること。

(2) f旅行の目的地及び日程に関する事項Jについて(施行規則第29条第 2号)

① 少なくとも次の事項を表示すること。

ア 旅行の主たる目的地、出発地、宿泊地及び帰着地

宿泊地については、日程中のすべての宿泊都市名を表示すること。

ただし、当該都市における宿泊サービスの手配が当該都市に特有の事情により困

難となる可能性がある場合に限り、例えば fA市又は近郊の都市」のように、当

該都市名を表示した上で近郊都市が宿泊地となり得る旨を表示してよい。

イ 出発日及ぴ旅行日数

出発日については、標準旅行業約款(平成16年国土交通省告示第1593号。以下

「約款」という。)に規定する「旅行開始日Jを表示し、旅行日数については、約

款に規定する「旅行開始日Jを初日とし、「旅行終了日」を末日として算定した
日数を表示すること。

②機中泊、車中泊等の場合は、その旨明示すること。

( 3) f旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関

する事項」について(施行規則第29条第 3号)

少なくとも、利用する運送機関の種類又は名称、宿泊機関の種類又は名称並びに

朝食、昼食及び夕食別の回数につき以下の要領により表示すること。

① 利用予定航空会社を表示する場合には、 fA航空、 B航空他」などの利用予定航空

会社の範囲が不明確な表示を行わないこと。また、コードシェア便を利用する場合

であって、表示上の航空会社と実際の運航航空会社とが異なるときは、その旨を表

示すること。なお、この場合には、表示上の航空会社をツアー・タイトル(旅行の

選択の上で重要な要素として表示されるものをいう。以下同じ。)に記載すること

はできない。

② 宿泊機関の名称、については、 fAホテル又は同等クラス」などの表示も認められ

る。

③ 機内食は食事の回数に含めないで別途表示すること。

(4) f旅行者が旅行業者に支払うべき対価に関する事項(施行規則第29条第4号)

① ツアー・タイトルに、入場に当たり入場券が必要とされている特定の施設の名称

又は当該施設内における催物等の名称、を記載する場合は、旅行代金に当該入場券の

代金を含んだ旅行代金を表示すること。

②①の入場券が記名式であることその他の理由により他人への譲渡が禁止されてい

る場合であって、旅行者が取消料を支払うことなく旅行契約を解除した際に当該入

場券を買い取ることを旅行契約締結の条件とするときには、その旨及び入場券の代

金の額を旅行代金に近接して表示すること。

( 5) f旅程管理業務を行う者の同行の有無Jについて(施行規則第29条第 5号)

① 旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示すること。なお、旅程管理業務を行う
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者の同行が区間を限って行われる場合は、この旨注記して表示すること。

② 旅行参加者数により旅程管理業務を行う者の同行の有無が変わる場合にあって

は、旅程管理業務を行うものが同行しないことを基本とした上で、旅行参加者数が

一定以上となったときに、旅程管理業務を行う者を同行させる旨を表示すること。

( 6) I法第12条の4に規定する取引条件の説明を行う旨」について(施行規則第29条

第7号)

契約の締結前に書面を交付して取引条件の説明を行う旨を表示すること。

3 企画旅行契約に係る取引条件説明の際に使用する書面の記載事項について(法第12条

の4、施行規則第25条の3関係)

( 1) I企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号」について(施行規則第25条の

3第1号イ)

① 登録番号は、企画者の氏名又は名称に近接して記載すること。

② 企画旅行業者が旅行業協会に加入している場合にあっては、当該旅行業協会名

(マークの記載は任意とする。)も併せて記載すること。

③ 企画旅行業者以外の者の氏名又は名称を記載する場合にあっては、 1、(1 )、②

に示す要領により文字の大きさ等に留意して、企画旅行業者の氏名又は名称の明確

性を確保すること。

④ 旅行と特別なイベントを組み合わせた企画を旅行業者とイベント業者共同して企

画する場合における企画者の氏名及び名称の記載については、施行要領によること。

( 2) I企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並

びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号」について(施行規則第

25条の 3第 1号ロ)

① 登録場号は、当該代理人の氏名又は名称に近接して記載すること。

② 1、(1)、① に示す要領も踏まえ、企画旅行業者の旅行業者代理業者又は受託

旅行業者若しくは受託旅行業者代理である旨を明確に記載すること。

③ 当該代理人が旅行業協会に加入している場合にあっては、当該旅行業協会名(マ

ークの記載は任意とする。)も併せて記載すること。

( 3) I当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地J及び「当該契約
に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管

理者が最終的には説明を行う旨Jについて(施行規則第25条の3第1号ハ、ニ)

① 当該企画旅行に係る旅行業務を取り扱う営業所の電話番号も併せて記載するこ

と。

② 依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を記載するこ

。
と

( 4) I旅行の目的地及び出発日その他の日程Jについて(施行規則第25条の3第1ホ)

① 少なくとも入場する観光地又は観光施設その他の旅行の目的地、宿泊地、帰着地、

。。



出発日、旅行日数及び日程を以下の要領により記載すること。

ア 観光地、観光施設については、少なくとも入場する観光地又は観光施設の名称

及び入場する旨を明示すること。

イ その他の旅行の目的地については、当該目的地が、入場する観光地、観光施設

を含まない場合は、経由地、乗継地、休憩地等と明確に別されるように記載する

こと O

ウ 宿泊地については、日程中のすべての宿泊都市名を記載すること O

ただし、当該都市における宿泊サービスの手配が当該都市に特有の事情により

困難となる可能性がある場合に限り、例えば IA市又はB市」のように、当該都

市名を記載した上で他の特定の代替都市が宿泊地となり得る旨を記載してよい。

この場合、当該都市の中心部から代替都市の中心部までのおよその距離、この間

の移動に用いる運送機関の種類及び当該運送機関を利用した場合の所要時間を記

載すること。

エ 出発日については、約款に規定する「旅行開始日Jを記載し、旅行日数につい

ては、約款に規定する「旅行開始日jを初日とし、「旅行終了日」を末日として

算定した日数を記載すること。

オ 企画旅行日程中、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関などのサーピ

スの提供を一切受けない日が定められている場合には、その旨及び当該日に生じ

た事故によって旅行者が被った損害については約款中の特別補償規程による補償

金及び見舞金の支払いが行われない旨を記載すること。

② 行程の記載に当たっては少なくとも 100時から00時までj又は「早朝J、「午

前」、「午後」、「夜」、「深夜」等の時間帯を記載すること。

③ 機中泊、車中泊等の場合は、その旨を記載すること。

( 5) 1旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の法」について(施行規則第

25条の第3第1ホ)

① 複数の出発日を有するコースであって、出発日により旅行代金の額が異なるもの

については、出発日ごとの全ての旅行代金を明確に記載すること。

② 運送機関の等級、宿泊機関の一室当たりの利用人数などの利用条件の差異により

旅行代金の額が異なるものについては、その差異を明確に記載すること。

③ 子ども及び幼児について特別の旅行代金を設定する場合においては、その金額、

適用年齢及び旅行サービスの内容に差異がある場合におけるその内容について記載

すること。

④ 旅行代金に含まれている運送機関の運賃・料金がいつの時点を基準として設定さ

れたものであるかを記載すること。

⑤ 収受方法については、申込金の額及び残金の支払期限につき記載すること。

⑥ 2、(4 )、① 入場券が記名式であることその他の理由により他人への譲渡が禁

止されている場合であって、旅行者が取消料を支払うことなく旅行契約を解除した

-189-



際に当該入場券を買い取ることを旅行契約締結の条件とするときには、その旨並び

に入場券の代金の額及び引き渡し時期を旅行代金に近接して記載すること O

⑦ 企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものを除く。)の契

約の締結に際して企画料金を明示する場合は、旅行代金に近接して記載をすること。

企画料金の額は、囲内旅行にあっては約款中の受注型企画旅行契約の部別表第一、

一、(一)ロに基づき定める額、海外旅行にあっては同表ニ、一、ロ及び同表ニ、

ニ、ロに基づき定める額の範囲内で定めて記載すること。

( 6) I旅行者が(5 )に掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関する

サービスの内容」について(施行規則第25条の3第1ホ)

少なくとも次の事項を記載すること

① 運送サービス

利用サービス運送機関の種類、名称及び等級

ア 利用する運送機関については、その名称を記載する場合を除き、原則として種

類を特定し記載をすること。

イ 少なくとも出発地から最初の目的地及び最後の目的地から帰着地への主要な運

送機関が航空、鉄道、船舶の場合には運送機関の名称を記載すること。この際、

運送機関の名称の名称が一つに特定されていることが望ましいが、これが困難で

あれば、 IA航空会社その他」等の範囲が不明確な記載を行わずに IA航空会社

又はB航空会社」のような限定的な記載方法により複数列記すること。

ウ 航空機が乗継便又は経由便となることが予定されている場合は、その旨を記載

すること。この際、「直行便又は乗継便J、「直行便又は経由便」、の記載は認めら
れない。

エ コードシェア便を利用する場合であって、記載上の航空会社と実際の運航航空

会社とが異なるときは、その旨並びに運航航空会社名および当該運航航空会社に

よって航空機が運航され、機内サービスが提供される旨を併せて記載すること。

②宿泊サービス

ア 利用する宿泊機関の種類、名称

i )日程中に利用する宿泊機関については、その名称、を記載する場合を除き、原

則として種類を特定して記載すること。

ii)宿泊機関が旅館又はホテルの場合は、宿泊機関の名称を記載すること。この

際、宿泊機関の名称が一つに特定されることが望ましいが、これが困難であ

れば、 IAホテル又は同等クラスJ等の範囲が不透明な記載を行わずに IAホ

テル又はBホテル」のような限定的な記載方法により複数列挙すること。

イ 客室の種類、パス・トイレ等の設備、景観及び利用人員

宿泊機関が旅館又はホテルの場合において、客室の種類として、和室・洋室・

和洋室の別(海外のホテルである場合を除く。)及び洋室については、シングル、

ツイン、ダブル、 トリプル等の客室の種類を記載すること。洋室の設備について
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は、パス、シャワー及びトイレの設備の有無が明確となるように記載すること。

なお、客室の景観、階数、喫・禁煙の別その他の客室に係る条件が旅行の選択の

上で重要な要素となっている場合は、これらの条件についても併せて記載するこ

とが望ましい。

② 食事サービス

ア 旅行代金に含まれている朝食、昼食及び夕食別の食事の回数。Jなお、機内食

は食事の回数に含めないで別途記載すること。

イ 囲内旅行にあっては、宿泊期間内での食事が部屋食である場合はその旨を記載

すること。

(7) 1(5)J、に掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常

必要とするもの。J(施行規則第25条の 3第1号ホ)

渡航手続き費用、空港諸税、空港施設使用料、運送機関の課す付加運賃・料金

(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあ

らゆる旅行者に一律に課されるものに限る。)超過手荷物料金等の旅行代金に含ま

れていない旅行に関する経費を具体的に記載すること。

旅行業者が当該経費を別途旅行者から収受する場合にあっては、それぞれの経

費の収受方法、収受内容、収受金額の根拠を記載すること。

(8) I契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」について(施行規則第25条の3第

1号ホ)

① 約款中の募集型企画旅行契約の部第2章(契約の締結)及び受注型企画旅行契約

の部第2章(契約の締結)の規定に準拠して記載すること O

② 企画旅行業者、企画旅行業者の旅行業者代理業者、受託旅行業者又は受託旅行業

代理業者以外の者を旅行契約の申込先等とはしないこと O

( 9) I契約の変更及び解除に関する事項Jについて(施行規則第25条の3第1号ホ)

約款中の募集型企画旅行契約の部第3章(契約の変更)及び第4章(契約の解除)又

は受注型企画旅行契約の部第3章(契約の変更)及び第4章(契約の解除)の規定に準

拠して記載すること。

(10) I責任及び免責に関する事項Jについて(施行規則第25条の3第I号ホ)

約款中の募集型企画旅行契約の部第27条(当社の責任)、第29条(旅程保証)及び第

30条(旅行者の責任)又は受注型企画旅行契約の部第28条(当社の責任)、第30条

(旅程保証)及び第31条(旅行者の責任)の規定に準拠して記載すること。

(ll) I旅行中の損害の補償に関する事項」についてJ(施行規則第25条の 3第1号ホ)

約款中の募集型企画旅行契約の部第28条(特別補償)又は受注型企画旅行契約の部第

29条(特別補償)の規定に準拠して記載すること。

(12) I旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格J(施行規則

第25条の 3第 1号ホ)

① 海外旅行にあっては、渡航先国が入国者に査証の取得を要求している場合はその



旨を、渡航先国が旅券に一定の残存有効期間の長さを、それぞれ記載すること O た

だし、本邦国籍者以外の旅行者については、旅行者自身が関係官署に問いあわせる

などし、必要な査証、旅券、再入国許可等を取得あるいは所持すべき旨を記載する

ことで足りる。

② その他、企画旅行への参加にあたり、性別、年齢、一定の技能を有していること

等、参加資格を設ける場合はその旨を具体的に記載すること。

(13) I旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関

する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報J(施行規則第25条の 3第1

号ホ)

① 海外旅行にあっては、外務省の提供する安全に関する情報及び厚生労働省の提供

する感染症に関する情報に係るホームページのアドレス及び関係部局の問い合わせ

先を記載すること O さらに外務省から海外危険情報が発出されている場合は、危険

情報の発出地域である旨を記載した書面を交付し、それぞれの危険情報の趣旨、内

容を十分説明すること。

また、渡航先国が入国者に予防接種証明書を要求している場合は、必要とされる予

防接種の種類及び当該予防接種の証明書を所持すべき旨を書面により通知するこ

と。

② その他、旅行の目的地を勘案して、旅行業者の判断により、必要となる情報があ

る場合にあっては、その情報を旅行者に伝達するとともに、その具体的な入手方法

について記載すること。

4 誇大広告の禁止(法第12条の8、施行規則第30条関係)

( 1 )本条の規制の対象となるのは、企画旅行の募集広告のみならず旅行業者等が旅行

業務について行う広告すべてである。

( 2 )禁止される誇大記載の事例は次のとおりである。

① 「旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項」について(施行規則

第30条第1号)

ア 次に掲げる用語を客観的根拠なく使用すること。

i ) I超豪華」、「当社だけの」等の優位性、唯一性を意味する用語

ii) I完ぺき」等完全性を意味する用語

イ ファーストクラスの使用、添乗員の同行等単に契約条件に過ぎないものを「特

典Jとして記載すること。

ウ 「後援J、「協賛」、「推薦j等の記載を事実に反して行うこと。

② 「旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項J及び「感染症の発生の状況
その他旅行地における衛生に関する事項Jについて(施行規則第30条第2号、第3

号)

旅行地において安全が確保されていることや、衛生面で、の懸念がないことを、事
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実に反して強調する目的で、「危険は一切ありませんJ、「衛生上の不安は全くあり

ませんjといった用語や、これを強く想起させる写真・イラスト等をしようするこ

と。

③ 「旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項Jについて(施行規則第30条第

4号)

ア 著しく事実に相違する記載を行うこと。

イ 日程に含まれない場所等の写真・イラスト等を使用すること。(表紙等に使用

する場合及びイメージであることを明記した上で使用する場合を除く。)

④ 「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項j及び「旅行中の旅行者の

負担に関する事項Jについて(施行規則第30条第5号、第6号)

ア 次に掲げる用語を客観的根拠なく使用すること。

i ) I優待価格J、「割引価格」等の優位性を意味する用語
ii) I格安」等価格が著しく安いという印象を与える用語

イ 旅行者が別個に負担するものについて、旅行代金に含まれるかのような記載を

すること。

ウ コストが旅行代金の中に含まれているのに「無料サービスJ、「特典」等の記載

をおこなうこと O

⑤ 「旅行者に対する損害の補償に関する事項」について(施行規則第30条第7号)

特別補償責任を担保する保険として旅行特別補償保険をもって、旅行損害保険を

かけている旨を記載すること。

⑥ 「旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項について(施行規則第30

条第8号)

ア 旅行の目的地若しくは日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サーピ

スの内容又は旅行者が支払うべき対価に関する事項を具体的に広告に記載するこ

とにより、当該旅行業者等に認められた業務の範囲上実施することができない企

画旅行に参加する旅行者の募集を行えるかのような誤認を与える記載を行うこ

と。

イ 「業界第O位」等優位性を意味する用語を客観的根拠なく使用すること。

ウ 事実に反して他の優良企業の信用を受けている旨の記載を行うこと。

5 特別の事項に関する記載

( 1 )オプショナルツアー

少なくとも次の事項を記載すること。

① オプショナルツアーの企画者が企画旅行業者と異なる場合にあっては、その旨

② ツアーの内容、料金、取消料その他の実施条件

③ ツアーの申し込み方法
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( 2 )セット販売

旅行と旅行以外の商品等を一組として販売する場合には、旅行に係る代金を明確

に記載すること。

6 旅行業約款の認可を受けた場合の広告の基準

旅行業約款について国土交通大臣の認可を受けた場合には、当該認可を受けた旅行業

約款の内容が上記1から 5の内容と異なる部分については当該認可を受けた旅行業約

款に準拠して広告を行うこと。

7 旅行業協会によるガイドラインの作成

( 1 )旅行業協会は、上記 1~6 に則して、募集広告、パンフレット等についてその作

成基準、モデル等を含むガイドライン(以下単に「ガイドライン」という。)につ

いて、従来のものを速やかに改正するものとする。

( 2 )ガイドラインは、本通達に則するものでなければならない。

( 3 )旅行業協会は、改正後のガイドラインを作成したときは、速やかにこれを国土交

通省に届け出るものとする。
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旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン

平成17年12月 国土交通省総合政策局旅行振興課届出

作成社団法人日本旅行業協会法制委員会

広告表示等適正化部会

部会長:津渡貞男

部会員:浅野秀雄、佐藤美佐

田中正人、村上道夫

長谷川清志

社団法人全国旅行業協会

発行社団法人日本旅行業協会

干100-0013

東京都千代田区霞が関 3-3-3

全日通霞が関ピル3階

T E L 03-3592-1327 

社団法人全国旅行業協会

干105-0001

東京都港区虎ノ門 4-1-20

田中山ピル5階

T E L 03-5401-3600 

*無断転載、無断複写を禁じます
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